


いただきたいこと。 

なお、今後、新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金の病床確保料

は、G-MIS に病床の使用状況等の入力を行うことが補助要件になるため、御

留意いただきたいこと。 

 

○ 公表は、令和３年 12 月から毎月、各月の第１水曜日（初回は令和３年 12 月

１日(水)）時点の各対象医療機関の公表対象情報について行うこととする。初

回については、12 月上旬に対象医療機関名及び確保病床数の一覧を公表し、

その後同月中に、即応病床数と入院中患者数についても公表する予定である

ため、都道府県におかれては、対象医療機関が入力した確保病床数と都道府県

で把握する当該対象医療機関の確保病床数に齟齬がないことについて、確認

に御協力いただきたいこと。なお、感染拡大の状況によっては、調査対象日や

公表頻度について変動する可能性があることを申し添える。 

 

○ 本件について、対象医療機関を含む貴管内の医療機関に対して適切に周知

いただきたいこと。なお、その際、厚生労働省から各医療機関管理者に対

し、別添の「新型コロナウイルス感染症対策に係る病床の確保状況・使用率

等の報告について（依頼）」（令和３年 11 月 19 日付け事務連絡）を発出して

いるため、都道府県、保健所設置市及び特別区に置かれては、対象医療機関

を含む貴管下の医療機関に対し、別添事務連絡を配布することにより、確実

に周知されたいこと。 

 

○ G-MIS に入力された情報について、医療機関や都道府県調整本部、保健

所、消防機関、医師会等の地域の関係者間での病床確保・使用状況の共有に

適宜ご活用いただきたいこと。 

  

 

 

（照会先） 

厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部医療班 

電話番号：03-3595-3205 

 


